
令和元年 11 月 11 日 

 

特任研究員・学術支援職員（栄養士・管理栄養士）の公募について 

 

 

私たち（東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野）は、食べ物（栄養）と健康とのつながりを疫学的に調べ

る「栄養疫学」という分野を中心に研究を進めています。 このたび新規に研究を補助してくださる方を募集します。 

 

 

1. 職名・人員 

特任研究員・学術支援職員（特定短時間勤務有期雇用教職員、特定有期雇用職員） 若干名 

2. 所属・就業場所 

東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野 

http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/index.html (web サイトをご参考ください) 

東京大学本郷キャンパス医学部 3 号館 (東京都文京区本郷 7-3-1) 

3. 業務内容 

【食事記録のデータ整理作業】 

主に、調査対象者が記入した食事記録（献立名や食材名とその重量や目安量が記された記録表）を食品成分表に存

在する食品名に分類ならびに整理し、その重量を推定して、これらを Excel に入力して電子ファイルを作成する作

業に従事していただきます。 

【その他】研究に関する事務作業等 

4. 資格・条件 

以下の要件を満たす者 

① 栄養士、管理栄養士の有資格者または同等の能力を有する者 

② パソコンの操作（ワード・エクセル）ができること 

③ 誠実で、意欲と協調性をもって職務に取り組んでいただける方 

5. 契約期間 

2020 年 1 月 1 日から 2020 年 3月 31 日までとする。 

予算の状況、従事している業務の必要性、勤務成績の評価に基づき、更新することがある。ただし、プロジェク

ト終了予定日である 2021 年 3月 31 日までとする。                                

尚、開始日は応相談。2020 年 4月以降に開始したい方も相談をお受けしますので、ぜひお問い合わせください。 

6. 試用期間 採用された日から 6月間 

7. 就業日及び就業時間 

時給の方 平日（月～金）週 3～5 日、1 日 5～8 時間程度(休憩有り)、週 35 時間以内で応相談  

月給の方 平日（月～金）9：00～17：45（※12:00～13:00 休憩）1 日７時間 45 分 

8. 休日 土・日曜日、祝日法に基づく休日、年末年始(12/29～1/3) 



9. 休暇 年次有給休暇、リフレッシュ休暇、忌引休暇 等 

10. 賃金等 

時給 1,300 円以上（勤務経験、勤務時間等考慮して決定） 

月給 250,000 円以上（勤務経験等を考慮して決定） 

11. 通勤手当  支給要件を満たしている場合、本学規定により算定した額を支給 

12. 加入保険等 文部科学省共済組合、雇用保険に加入 

13. 選考方法 

書類選考後、合格者に対し面接を実施します。面接日時はメールあるいは電話で個別にお伝えします。 

（11 月中に応募書類をお送りいただいた書類選考合格者の方とは 12 月頭に面談をする予定となっております） 

14. 応募締切日 

2019 年 12 月 31 日（火）まで  

 (但し、採用者が決まり次第募集を終了します。) 

15. 提出書類 

（１）履歴書（東京大学統一様式使用のこと。） 

http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01_j.html  からダウンロード願います。 

（２）簡単な業務経験内容 (書式自由) 

（３）希望勤務時間（曜日・時間）、希望勤務開始日、日中連絡を取ることができる電話番号・メールアドレスを 

    E-mail:  にメールでご送付ください。 

   また、メールの件名は  

「201911 学術支援職員応募の件 / ○○○○○（氏名）」 

とご記載ください。 

メールより郵便をご希望の場合は以下にあります住所にご郵送ください。 

16. 募集者名称 東京大学 

17. 問い合わせ 

ご不明な点は、東京大学医学系研究科社会予防疫学分野 学術支援職員採用担当係まで、メールにてご照会ください。 

   E-mail:   

東京大学医学系研究科社会予防疫学分野 

職員採用担当係 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 

医学部 3 号館 6階Ｎ209 室 

TEL03-5841-7872 FAX03-5841-7873 

 

 ＊応募情報は、本応募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一

切ありません。応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。面接の際の交通費は応募者においてご負担をお願い

します。なお任期内の定年は 60 歳に設定されています。 


